
 - 1 - 

「革新的ロボットテクノロジーを活用したものづくり企業の生産性革命実現 

プロジェクト」に係る補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条「革新的ロボットテクノロジーを活用したものづくり企業の生産性革命

実現プロジェクト」（「以下、プロジェクト」という。）に係る補助金の交付に

ついては、北九州市補助金等交付規則（昭和４１年北九州市規則第２７号）

（以下、「規則」という）及びその他の法令の定めによるほか、この要綱に定

めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、「地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出によ

る若者の修学及び就業の促進に関する法律」に基づき、本市が計画するプロ

ジェクトに関して、高等教育機関、公益財団法人等（以下、「事業実施機関」

という）が実施する事業のうち、市長が必要かつ適当と認める経費を事業実

施機関に対して補助金として交付することにより、プロジェクトを推進する

ことを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助を受けることができる者は、事業実施機関とする。 

 

（補助の対象） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、プロジェクトに関して事業実施機関

が行う事業であって、次の各号に掲げる経費のいずれかに該当するものとす

る。 

（１）人件費・謝金 

（２）旅費 

(３) 消耗品費 

（４）備品購入費 

(５) 委託料等 

(６) 使用料及び賃借料 

(７) 負担金、補助及び交付金 

(８) 上記の経費に関連し、その他市長が認める経費 

 

（補助金の交付） 

第５条 市長は、事業実施機関の申請に基づき、予算の範囲内で補助金を交付

するが、補助金額は前条に定める経費のうち、必要と認めた額の１０分の  

１０とする。 

 但し、本プロジェクトに関し、国等から事業実施機関へ特定の財源がある場

合には、その額を補助対象金額から除くものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 事業実施機関は、産業経済局長が別に定める申請書に次の各号に掲げ

る書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。 

（１）補助交付申請書 

（２）その他市長が必要と認める書類 
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（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を

審査し、補助金を交付するか否かを決定し、その旨を決定通知書により事業

実施機関に通知するものとする。 

 

（補助事業の変更） 

第８条 事業実施機関は、補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をす

るときは、あらかじめ補助金変更申請書を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 

（財産の管理等） 

第９条 事業実施機関は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させ

た場合における対応経費を含む。）により取得し，又は効用の増した財産（以

下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率

的運用を図らなければならない。 

２ 事業実施機関は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え管理す

るとともに、規則第１５条に規定する実績報告書に取得財産等管理明細表を

添付しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１０条 取得財産等のうち、規則第２２条第５号及び第６号に規定に基づき

市長が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価 

５０万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 規則第２２条ただし書きの規定に基づき市長が定める期間は、「減価償却

資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年３月３１日付け大蔵省令第１

５号）に定めるとおりとする。 

３ 事業実施機関は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得

財産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を市長に

提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第１１条 事業実施機関は、補助事業の完了後２０日以内に補助金に関する実

績報告書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合、実績報告書等の

書類の審査及び必要に応じた現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実

施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書により事業実施機関

に通知する。 

 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、事業実施機関に交付すべき補助金の額を確定した場合にお

いて、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずるものとする。 
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 （補助金の概算払又は精算払の請求） 

第１４条 事業実施機関は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするとき

は、第６条に規定する申請書にその旨を明示するとともに、北九州市会計関

係帳票規則（昭和５０年北九州市規則第１５号）第１５号様式による請求書

を市長に提出しなければならない。 

 

（暴力団関与の場合の解除権） 

第１５条 市長は、事業実施機関が、次の各号のいずれかに該当するときは､

この補助金の交付を解除することができる｡この場合において、解除により事

業実施機関に損害があっても、市長はその損害の賠償の責めを負わないもの

とする。 

(１) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力

団員」という。）であると認められるとき。 

(２) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に

実質的に関与していると認められるとき。 

(３) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的

又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

(４) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又

は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

(５) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会

的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

(６) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用してい

るとき。 

(７) 委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から第６号までの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき。 

(８) 事業実施機関が、第１号から第６号までのいずれかに該当する者を再委

託契約その他の契約の相手方としていた場合（第７号に該当する場合を除

く。）に、市長が事業実施機関に対して当該契約の解除を求め、事業実施機関

がこれに従わなかったとき。 

２ 事業実施機関が助成する補助金や給付金等を受け取る相手方についても、

前項第１号から第６号までのいずれかに該当する者は解除することができ

る｡ 

 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済局長が別に定める。 

 

 

付 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成３０年１２月２０日から施行する。 


